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改めて
遠隔医療・オンライン診療とは
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遠隔医療とオンライン診療について

遠隔医療

情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為

オンライン診療

遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して
患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を
リアルタイムにより行う行為

出典：「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成 30 年3月） 2



遠隔医療

遠隔医療・オンライン診療、保険診療・自由診療の関係

情報通信機器を用いた医療に関する行為
医師対医師の場合も医師対患者の場合も含む

自由診療

保険診療

オンライン診療
医師対患者間でリアルタイムに行う、
情報通信機器を用いた診療行為
保険診療、自由診療ともに適用対象

医師対医師

【ガイドラインの
適用範囲】

オンライン診療は
すべて（保険診
療・自由診療と
もに）適用対象

ガイドラインには自由診療
の要件も規定している

ガイドラインは、保険診療
の施設要件となる
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保険診療での
オンライン診療
の算定要件
（施設要件とは別）



これからの社会
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出所：日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計） （国立社会保障人口研究所）

これからの社会 人口減少
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2025年までの65歳以上人口の増加数

2015年65歳以上人口

2025年までの各県の65歳以上人口増加数が、全

国の65歳以上人口増加数に占める割合

都道府県別高齢者人口（65歳以上）の増加数
（2015年 → 2025年）

東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県、愛知
県、千葉県、北海道、兵庫県、福岡県で、
2025年までの全国の65歳以上人口増加数の
約５５％を占める

○ 高齢化の進展には地域差があり、今後、首都圏をはじめとする都市部を中心に、高齢者数が増加すること
が予想される。

高齢者数増加の地域差

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成３０年（２０１８）年推計）」

（万
人）

（割合）
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地域により

医療需要ピークの時期
が大きく異なる

出典：社会保障制度国民会議資料 （平成25年4月19日第9回
資料3－3 国際医療福祉大学高橋教授提出資料）

高齢化のピーク・医療需要総量のピーク
中医協 総－２参考

２８.１２.１４より
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8出典：日医総研ワーキングペーパーNo.419「二次医療圏別医師数データ集
-医師の地域別・診療科別偏在に関する地域別報告-」

医療提供側の実態 ～医師の高齢化～

医師も高齢化していく



2004年から2014年
の 医 師 数 の 増 減
（二次医療圏）

「地域の医療提供体制の現状- 都道府県別・二次医療圏別データ集 - ( 2016 年度版)日医総研WGNo.375）

高齢化のピーク・医師数の増減
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医師数は十分でも
地方における医師の
減少は始まっている
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人口減少社会においても引き続き
患者さんへの医療へのアクセスを

維持すること

これからの視点で大切なこと



保険診療におけるオンライン診療について
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(新) オンライン診療料：７０点（１月につき）

［算定要件］
(1) オンライン診療料が算定可能な患者に対して、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いて

オンラインによる診察を行った場合に算定。ただし、連続する３月は算定できない。
(2) 対象となる管理料等を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし

当該管理料等を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行ってい
ればよい。

(3) 患者の同意を得た上で、対面による診療（対面診療の間隔は３月以内）とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成
し、当該計画に基づき診察を行う。

(4) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器
を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

(５) オンライン診療料を算定した同一月に、第２章第１部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際
には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

［施設基準］

(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。

(2) 緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること

(3) １月あたりの再診料等（電話等による再診は除く）及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が１割以下

であること。

［オンライン診療料が算定可能な患者］

以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ当該管理料等を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

特定疾患療養管理料 地域包括診療料

小児科療養指導料 認知症地域包括診療料

てんかん指導料 生活習慣病管理料

難病外来指導管理料 在宅時医学総合管理料

糖尿病透析予防指導管理料 精神科在宅患者支援管理料

情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への
配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料を新設する。

３．情報通信機器を活用した診療

（１）オンライン診療料の新設
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(新) オンライン医学管理料：１００点（１月につき）
［算定要件］

(1) オンライン医学管理料の対象となる管理料を算定している患者に対し、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信
機器を用いてオンラインによる医学管理を行った場合に、前回対面受診月の翌月から今回対面受診月の前月までの期間が２月以内の場合
に限り、次回対面受診時に所定の管理料に合わせて算定。

(2) 対面診療で管理料等を算定する月においては、オンライン医学管理料は算定できない。
(3)  対象となる管理料等を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料

等を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療（対面診療の間隔は３月以内）とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計

画に基づき診察を行う。
(5) オンライン診察による計画的な療養上の医学管理は、当該保険医療機関内において行う。また、当該管理を行う際には、厚生労働省の定

める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
［施設基準］

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。
［オンライン診療料が算定可能な患者］

以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

特定疾患療養管理料 小児科療養指導料 てんかん指導料 難病外来指導管理料

糖尿病透析予防指導管理料 地域包括診療料 認知症地域包括診療料 生活習慣病管理料

１ｗ ２ｗ ３ｗ ４ｗ ５ｗ ６ｗ ７ｗ ８ｗ ９ｗ １０ｗ 11w 12w 13W  14Ｗ 15Ｗ

● ○ ○ ●

医学管理料
＋

再診料

オンライン医学管理料 100点 医学管理料
＋

再診料

＜算定例＞ ●：対面診療 ○：オンライン診察

＋
オンライン診療料 70点

オンライン医学管理料 100点
＋

オンライン診療料 70点

※ オンライン医学管理料の請求は次回受診月

情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要
件を満たすことを前提に、オンライン医学管理料を新設する。

３．情報通信機器を活用した診療
（２）オンライン医学管理料の新設
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出典：中央社会保険医療協議会総会（第431回）（令和元年11月8日）



15出典：中央社会保険医療協議会総会（第431回）（令和元年11月8日）
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離島・へき地以外で、患者さんの受診が
困難な場面は？



難病のケース
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小児の難病の例
• 地方に住む難病のお子さん
• 診察可能な専門的医療機関は

大都市にのみにあるケース
• 診察のための長時間の移動
• 家族の時間の確保など負担が大きい
• 家族を伴う移動・宿泊等、経済的な負担

も大きい

• 医師からの希望もある

医師対患者の場合だけでなく、かかりつけ医の同席のもと、
患者さんと高度な医療機関がオンライン診療でつながること
ができれば、これらの負担が軽減される



精神障害のケース
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国は「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を推進

「入院医療中心から地域生活中心へ」 ： 精神障害者が地域の一員として、安心して
自分らしい暮らしをするための基盤作りが進められている

• 症状にゆらぎがあることが
精神障害の特徴

• どうしても患者さんが来院
できない場合がある

オンライン診療を活用して、精神障害に対する医療の適切な関与や
継続的な関わりを持つことができる

地域、家族、精神障害者が、安心して住み慣れたところでの暮らしを
継続できる
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今後、以上のような論点を踏まえ、中医協で議論を

重ねていきます

オンライン診療が必要とされる場面

どうしても医療にアクセスできない患者さんを助けるための
ツールとして、オンライン診療の活用が検討されています

適切な要件を設定して、これらの必要性（Needs）に応えていくことが
必要
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真に「必要」とされている場面に
（患者にとって本当に「不可欠」とされていること）

「適切」に普及していくことが必要です
（モラルハザードを起こさないように徐々に普及すること）

オンライン診療に関する日本医師会の考え



ご清聴ありがとうございました
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